
新潟市 費用償還制度の対象範囲 （イメージ） 
※基本的な対象範囲を示したものであり、書類審査等により決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ※参考：木造2階建住宅（１４０㎡）の解体・運搬処分費は約230～260万円となります。 

り災証明等で半壊以上である

被災家屋の全部解体が対象 

一部解体は対象外 

被災家屋等（母屋） 

基本的に対象外 

立木・庭石 

基本的に対象外 

ブロック塀等 

上屋と一体で解体するも

のは対象 

杭や地下階、特殊基礎（支

持層まで一体化したコンク

リート基礎など）は対象外 

解体により、道路や隣地等

に影響を及ぼすおそれが

ある場合は対象外 

家屋等の基礎 

基本的に対象外 

附属家屋（物置・車庫など） 

対象外 

解体後の整地 

基本的に対象外 

擁壁（ようへき）・土留 


